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行 政 か ら の お 知 ら せ
I n f o r m a t i o n
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Q  

A 

Q  

A 

私は、平成18年分の所得税は課税され
ました。平成19年分の所得税は、住宅
ローン控除による税額控除により、所得
税はゼロになりました。この場合は、平成
19年度分の住民税の還付の措置の対象
になるのですか？

この措置は、平成19年に所得が減って所
得税が課されなくなった場合に適用され
ますので、住宅ローン控除などの税額控
除によって、所得税が課税されなくなっ
た方には、この措置は適用されません。

還付の申告をする際に、申
告書のほかに提出する資料
はありますか？

ありません。ただし、平成19年
分の所得税の確定申告書や平
成２０年度の住民税申告書を提
出されていない方には、還付
の申告後、適用の可否を審査
するために所得の有無等を市
区町村の住民税担当課からお
尋ねすることがあります。

Q  

A 

私は、平成19年１月１日にA
市に住所がありましたが、10
月にB市に引越しました。こ
の措置を受けるための申告
書は、A市とB市のどちらに
提出すればよいのですか？

平成19年度分の住民税の課
税を行った市区町村に申告
していただく必要がありま
すので、平成19年１月１日の
時点でお住まいだったA市に
申告してください。

所得変動に係わる経過措置　Ｑ＆Ａ

所得の変動による住民税の減額措置の対象となる方

A

B

>

<
=

下のAとBのどちらにも該当する方が対象です

平成19年度住民税の
課税所得金額

（分離課税分を除く）

平成20年度住民税の
課税所得金額

（分離課税分を除く）

所得税と住民税の
人的控除額の差の

合計額

所得税と住民税の
人的控除額の差の

合計額
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